
第 ５９ 号議案 

 

国立市児童遊園条例の一部を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ３ 年 ８ 月 ２７ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永  見  理  夫 

 

 

（説 明） 国立市の町区域の新設に伴い、児童遊園の名称及び位置を定め

た別表の整理を行うため、条例の一部を改正するものである。 

 

 

国立市児童遊園条例の一部を改正する条例案 

 

国立市児童遊園条例（昭和５０年３月国立市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

 

別表中第２５号を削り、第２６号を第２５号とし、第２７号から第３４号

までを１号ずつ繰り上げ、第３５号を第３４号とし、同号の次に次の１号を

加える。 

３５ 一本松遊園 同 谷保４丁目２６番地の２７ 
  

付 則 
 

 この条例は、令和３年１１月２２日から施行する。 
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